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電子申請システムでの事故報告書提出方法 
 

1. 申請フォームへのリンク 

平塚市ウェブ「介護保険事業者における事故発生時の報告」内にある 

e-kanagawa 電子申請システムのボタンをクリック 

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page22_00008.html 

 

 

  

注意 

e-kanagawa トップページにある「手続き検索」からは申請フォームに到達できません。 

平塚市ウェブのリンクから入ってください。 

 

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page22_00008.html
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2. 利用者管理 

事故報告は、e-kanagawa 電子申請システムの利用者登録の有無に関わらず申請できます。 

利用者登録がない場合は、この先のページで入力いただくメールアドレス宛に、申請フォー

ムのURLが載ったメールが自動で届きます。 

 

 

 

e-kanagawaの登録があると・・・ 

・ マイページの機能が使えます。 

・ 申請フォーム入力の際、直近で入力したデータが自動的に入る機能が使えます。 

・ 申請フォーム入力の際、利用者情報として登録している事業所名、事業所住所などの

一部データが自動的に反映されます。 

・  

１つのメールアドレスにつき１アカウント作成できます。事業所内で管理できるのであれ

ば、複数アカウント作成いただいてもかまいません。 
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3. 手続き申込（申請フォームの作成） 

 

・ 報告したい事故について初めて申請する場合でも、全ての項目が埋められる場合「最終

報告」としてください。 

・ 報告形式で「第一報」を選択すると必須となっている項目、「最終報告」を選択すると必

須または選択肢の結果によって入力条件が変わりますとなっている項目を全て入力し

ないと申請ができません。 

・ 入力が完了し、確認へ進むをクリック後、入力不備があるとエラーとなります（下図）。 

  

利用者登録があり、過去に事故報告書を申請

したことがあると表示されます。 
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・ 申込確認画面の最下部に表示される PDF プレビューを押すと、従来の事故報告書の様

式で出力することができます。（申請はシステム上でしていただければ結構ですので、

プリントアウトしたものを市に提出する必要はありません。） 

 

 

・ 申込完了画面に表示される整理番号・パスワードは、e-kanagawaトップページにある

「申請状況確認」をする際に必要になります。整理番号・パスワードはメールでも通知

されます。  
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4. 第一報を申請後、最終報告（追加報告含む）をする場合 

一度申請した内容を流用して再申請をすることができます。 

変更箇所のみ新規に入力すればよいので、便利な機能です。 

＜手順＞ 

① e-kanagawa ページ上部にある「申請状況確認」をクリック 

② 下図ページに、流用したい申請の申込完了時に付与された整理番号・パスワードを入力 

 

③ メールアドレス確認画面が出るので、任意のメールアドレスを入力。 

④ 到達するメールの URL をクリックすると、流用したい申請の申込詳細が表示されるの

で、最下部にある再申込するをクリック 

⑤ 通常の申請と同じように申請する。 

 

e-kanagawaの利用者登録をしている場合は、 

マイページ→申込内容の確認→申込内容照会 

からも再申請することができます。 

 


